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1.開会
(事務局 )

本 国は大変お忙 しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。ただ

いまから、令和 7年度第 1回南相馬市環境回復推進委員会を開催いたします。

本 日司会を務めます環境政策課長の松本でございます。よろしくお願いいたし

ます。

なお、オブザーバーとして東京大学の和田洋一郎教授に出席いただいており

ます。また市長が公務により欠席のため、副市長の常木孝浩が代理出席 してお

ります。よろしくお願いいたします。では市長の代理で副市長よりご挨拶を申

し上げます。よろしくお願いします。

2.市長挨拶
(常木副市長 )

委員の皆様、こんにちは。本 日はお忙 しいところお集まりいただきましてあ

りがとうございます。また、環境省や内閣府からもご出席いただきまして誠に

ありがとうございます。

さて令和 8年の今年は節 目の年でございまして、いろんなところでお聞きに

なっているかと思いますが、南相馬市ができて 20年、震災から25年、さらに

は避難指示解除から 10年、福島県ができて 150年でございます。

そんな状況の中で、除染の段階から、さらには途中から環境回復ということ

で皆様にご指導賜 りまして、大分 15年前に比べると、最初に市へいらした時と

比べますと、かなり変わつているのではないかと思ってお ります。

皆様方のお力添えと、ご指導いただきまして少 しずつでありますが、着実に

復興が進んでおります。本 国は、報告事項が 2つ ということで、 1つは特定帰
還居住区域復興再生計画 となります。昨年国に承認いただいてお りますので、

そのご報告をさせていただきます。

さらには JAEAに ご協力いただきました立石のモニタリングの結果を報告さ

せていただきまして、コメン トなリフィー ドバックいただければと思います。

本 国は忌憚のないご意見を賜ればと思います。よろしくお願いいたします。

(事務局)

続きまして、万福委員長にご挨拶のほど、よろしくお願いいたします。

3.委員長挨拶
(万福委員長 )

皆様、こんにちは。ご紹介いただきました農研機構の万福でございます。副

市長からご丁寧なご挨拶をいただき、誠にありがとうございました。また、本

国の会議を開催いただきました関係各位のご尽力に、心より感謝申し上げます。
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前委員長の児玉龍彦先生は、長年にわたり本委員会の委員長を務められ、住

民の皆様が放射性物質に対 して安全性を実感できるよう、安心につながる助言

を行 うという理念のもとご尽力されてこられました。私もその理念を引き継ぎ、

本委員会の役割を果たしてまいりたいと考えております。本 日は、報告事項が

2件予定されてお ります。委員の皆様から忌憚のないご意見をいただきながら、

住民の皆様にとつて分かりやすく、有益な議論となるよう進めてまいりたいと

存 じます。本 国はどうぞよろしくお願いいたします。

4.委員紹介
(事務局)

委員長ご挨拶ありがとうございました。続きまして委員の紹介でございます

が、誠に略儀ではございますが、お手元の名簿を配付させていただいておりま

すので、その名簿をもつてご紹介に代えさせていただきます。なお本 日、塩沢

委員はオンラインによりご出席という形でございます。よろしくお願いします。

さらに市側の委員について、令和 7年 4月 1日 の人事異動により新たに委員
になった者がお りますのでご紹介させていただきます。総務部長の丸山光清委

員でございます。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、復興企画部

長渡辺裕委員です。よろしくお願いいたします。

5.欠席通告
(事務局)

出席委員の確認でございます。欠席通告者は、井上正委員と杉山暁委員の2

名でございます。南相馬市環境回復推進委員会設置要綱第 6条第 2項により、
委員の半数を超える出席をいただいておりますので、会議は成立している状況

です。

5.― 議長1選出

(事務局)

それではこれから議事を進めてまいります。議事を進めるにあたり、南相馬

市乗境回復推進委員会設置要綱第 5条第 2項の規定により、委員長が会議の議
長となることになっております。委員長、会議の進行をよろしくお願いいたし

ます。

(万福委員長 )

はい。ありがとうございます。それではご紹介ありましたとお り、今 日の議

事を進めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
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7.会期の決定、会議録署名人・書記の指名
(万福委員長 )

それでは議事を進めさせていただきます。はじめに、会期の決定についてお

諮 りいたします。第 1回南相馬市環境回復推進委員会の会期は、本 国2月 12日

の一 日といたしますが、これにご異議ございませんでしょうか。

<異議なしの声>

はい、異議なしと認めます。よつて会期は、本 日2月 12日 の一 日と決定いた

しました。続きまして、会議録署名人と書記の指名を提案いたします。会議録

署名人および書記を委員長から指名 しますがよろしいでしょうか。

<異議なしの声>

ありがとうございます。会議署名人は本国出席委員の舟木委員、中本委員を

指名いたします。書記は事務局の土屋主事を指名いたしますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。

8.議事
(万福委員長 )

それでは、議事に入 りたいと思います。はじめに、南相馬市特定帰還居住区

域復興再生計画について報告を求めます。よろしいでしょうか。

・市危機管理課より資料 1に基づき説明。

(万福委員長 )

ただいまの事務局の説明において、本計画の 2ページロについては、個人情

報への配慮から詳細な説明を省略する旨のご説明がありました。 しかしながら、

地図等の情報がなければ十分な議論が困難であると考えられることから、追加

資料の配布をご検討いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

それでは、議事に入 ります。ただいまご説明のありました南相馬市特定帰還

居住区域復興再生計画につきまして、萎員の皆様からご質問、ご意見等がござ

いましたら、挙手のうえご発言をお願いいたします。

(舟木委員 )

我々原子力研究開発機構で、実は南相馬市および国からのご要望もあつて、

この区域につきまして事前にモニタリング調査を実施 し、その結果についてご

報告させていただいております。実際にモニタリングした範囲は、避難指示区
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域の入日から特定帰違居住区域までの林道沿い、さらにはご自宅周 り農地その

他周辺の森林等になります。

その線量率等を住民の方にご確認いただいたうえで、帰還の意思を示された

と伺っておりますので、これから家屋の解体、さらには除染が進むということ

で、今の線量率よりもよリー層下がつた状態にして帰遠の判断をしていただく

ということになると思います。除染後の線量率の下がつた状況で、再度、我々

原子力研究開発機構がモニタリング等の協力ができると思いますので、何かあ

ればご依頼ください。

この計画自体については特に問題ないと思いますので、やはリスピー ド感を

持って除染を進めて、住民の方が安心して戻れる環境をつくつていただけたら

と思います。以上です。

(市危機管理口果)

ありがとうございます。今のご意見を承りました。

(万福委員長 )

ほかに委員の方から何かご指導ございませんでしょうか。

(塩沢委員 )

対象となる家屋は、何戸ぐらいあるのですか。図が微妙にないものですから、

お答えできますか。

(万福委員長 )

現在提示されている資料のみでは、内容の把握および評価が十分に行えない

状況にあります。他の避難指示解除に係る委員会等においては、回収を前提と

した詳細な図面資料をご提示いただき、それに基づいて議論を行つている事例

もございます。本件についても、例えば空間線量の分布、農地の配置、さらに

は農業用水の取水状況など、より詳細な情報を確認 したうえで助言を行 うこと

が重要であると考えます。 したがいまして、塩沢委員からのご指摘も踏まえ、

より詳細な資料のご提示と、それに基づくご説明をお願いできればと思います。

(市危機管理課 )

家屋解体につきましては、 3棟の予定となっています。母屋の家屋、納屋 と

離れの トイレの 3棟になります。

(事務局)

いま危機管理口果で出されてる内容は細かくないので、この時間の中で整理で

きるのであれば、整理 して出せる図面、細かい資料と調整させていただきたい
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ということと、 2つ 日の報告があるので、それを先に進めながらその時間の中

で準備する調整させていただいてよろしいでしょうか。

(万福委員長 )

ただいま事務局よりご提案がありましたとお り、現時点では図面を確認でき

ない状況にあるため、詳細な資料をご準備いただくものと認識いたしました。

つきましては、議事の円滑な進行の観点から、報告 1についてはいつたん後に

回し、先に報告 2か ら進めることとしたいと存 じますが、よろしいでしょうか。

<異議なしの声>

それでは、議事の順序を変更し、報告 2について事務局よりご説明をお願い

いたします。

・事務局 (市環境政策課)よ り資料 2に基づき説明。

(舟木委員)

調査結果の詳細については、資料 2の 1に基づいて原子力研究開発機構から

ご報告させていただきます。今回涙1定に使用 した空間線量率の測定装置には、

空間線量率を高さ 1メ ー トル と表面の汚染状況も把握できるように地表付近

5セ ンチぐらいのところの 2か所に検出器があります。

測定した範囲は 3ページロのオレンジ色の枠で囲つた場所と、灰色のアクセ

ス道路です。結果は、 4ページロ以降にお示ししています。 4ページロと5ペ

ージロがひとつのセントになりまして、 4ページロは 5メ ー トルメッシュとい

うことで平均化した数値のカラーチャー トで示 しているものです。一方で 5ペ

ージロは、実際に歩いた測定の軌跡になります。

まず、1メ ー トル高さの線量率を見ていただくとわかりますように青色系統

の線量率ということで、ほぼ 0。 5μ Sv/hのが多いです。道路上は、道路の端を

歩いたとしても道路の真ん中を歩いたとしても、線量率は非常に低い状況にあ

りました。

6ページロと7ページロになります。こちらは高さ5セ ンチということで地

表面に近いところでの空間線量率の沢1定結果になります。こちらは 1メ ー トル

高さとは違つて、どちらかというと道路の部分的な汚染状況が反映された結果

になりますが、その数値を見たとしても緑色の部分が教か所見える程度とい う

ような形で、こちらについても非常に線量率が低い状況です。

表面の線量と1メ ー トル高さの線量を比べたときに、例えば 1メ ー トル高さ

の線量率のほうが高い場合 というのがあるわけですが、そうい うような場合は、

地表面よりも周 りの森林等の影響で空間の方が高いとい うような解釈になつ
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たりするのですが、そんな傾向もほとんど見られていませんので、この道路の

北側が法面の斜面になりますが、そこが汚染されているからこの道路の線量率

が高いというような傾向も見てとれませんでした。ですので、この道路沿いを

車で通行されたり、徒歩で歩かれたりする場合であつても森林からの影響はほ

とんどなく低い線量率だということがわかるかと思います。

8ページロと9ページロが河サ|1敷に降りて歩くことになりますが、 4月 の段

階ではだいぶ草もある状態でしたが、歩いた結果を見ていただくとわかるよう

に道路と同じで線量率は非常に低い値となつてます。また、特に何か川の水が

流れて土砂がたまって線量が高くなつているような場所 といつたものも認め

られなかったというのが我々の測定結果になります。

10ページロと 11ページロは、表面線量の結果になります。こちらは、河川

万奮文の空間線量上側のちょうどVの字になつているのが河川敷の砂利になりま

すが、こちらは非常に低い値でした。一方で南側の山の斜面側へ行つたところ

については、一部青いところの線量が見て取れてるわけですが、そ うだつたと

しても 3.8μ Sv/hを超えるような場所というのは見当たらなかったというのが

現状になります。

こちらの場所の使い方ですが、河サ|1敷で年間に数回程度の利用というような

形で想定されると聞いてお りますので、先ほど市からご報告のあった 4の調査

結果についての見解ということに関して、我々原子力研究開発機構としても特

に問題ない、心配になるレベルではないと思っています。むしろ余談になりま

すが、線量に対する不安よりも今はクマですね。よく南相馬でも秋日からニュ

ースになってお り、我々山の調査とか行くときもクマのリスクの方が高いレベ

ルだと理解 していいのではないかと思います。報告は以上になります。

(万福委員長 )

詳細な報告ありがとうございました。ただいまのご説明に対して、ご質問、

またはご助言、ご指導ある方は、挙手にてお願いいたします。いかがでしょう

か。塩沢先生よろしいですか。

(塩沢委員 )

線量率は十分低いのですが、もつと重要なことがあると思 うのです。河川敷

だから線量が高いのか低いのかなのですが、これは明らかに特に 10ページの

図がはつきりしてると思 うのです。河川敷は山の中よりも低い、そのことが重

要だと思います。

これをもつとはつきりさせるのであれば、預J定 した標高と線量率の関係をプ

ロットすると、地点の標高が低いということは水の近く、河)|1敷に近いところ

は多分数倍低いと思います。 2倍や 3倍 じやない程度ですが、河川敷だから心

配とい うことはなくて河)|1敷の方が線量率に関しては山の中より安心だ。
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このことを明確に示しているだろうという理由は何かとい うと、南相馬市は

洪水により 2015年から 2019年には非常に極めて大きな数 10センチの土砂が

堆積 し、河川敷に堆積 した土砂が流されると同時に新たに運ばれた土砂が堆積

した。土砂が入れ替わったことによって、河川敷は南相馬市に限らず空間線量

率が低下している。そのセシウム濃度が低下している事実、これを反映してい

ると思います。

でも、もつと緻密にやるのだったら、そういう評価と線量率との関係をプロ

ットされるということは、定量的にもつとはつきりすると思います。私の意見

は以上です。

(万福委員長 )

ありがとうございました①塩沢委員のご意見を整理いたしますと、河サ十1敷は

土砂の流入・置換により線量率が低下している傾向が見られること、また標高

との関係を示すことでその特徴がより明確になる可能
ザ性がある、とい うご指摘

であったと理解 してお ります。この点につきましては、市におかれてもご理解

いただき、市民からの問い合わせ等に対して、必要に応 じて補足的な説明を行

っていただければと考えます。そのほか、委員の皆様からご意見等はございま

すでしょうか。

(舟木委員)

塩沢先生の御指摘のところですが、おそらくGPSの誤差も少しあるかと思つ

ております①この沢1定器も GPSの誤差は、正直なところ5メ ー トルから 10メ

ー トル程度はあるので、こういつた形でマップにプロットすると、実際川の中

のところを測定してるような形になって見えてしまっている場合もあります。

ですので、そういつたところがあつて先生のご指摘のようにまさに川に近い

ところで緑色になっているようなところがあると思いますが、このあたりは少

し誤差の範囲だとご理解いただければと思います。

(万福委員長 )

ありがとうございます。和田先生、何かございますでしょうか。

(和田オブサーバー )

いろいろな狽J定をされていると思 うのですが、今までの経緯とは別に純粋な

質問なのですが、これで涙Jつ て特に山の中の高いところでどれぐらいまで狽J定

可能なんでしょう。

(舟木委員)

山の中については、かなりの斜面でして、我々が入つていたところも大体 20
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メ

「

トルとか 30メ ー トルぐらい河サ||か ら入つていつたところで、そこから先

はかなりの斜面で少 し上の方に行くと、何かクライミングの関係者が出入 りし

ているような跡があるというような形でしたが、一般の方だとそこの奥までは

入 らないのかなと感 じております。

この後おそらく整備 されて、少 し草刈 りだとかすると、皆さんが行動される

範囲が決まつてくるとは思いますが、我々が行つた感 じですとこれよりも奥に

はちよつとみんな行かないというような雰囲気ではありました。

(万福委員長 )

ご説明ありがとうございました。周辺の影響も考慮される中で、人が立ち入

りにくい箇所を含め、必要な地点で適切に評価が行われていることが確認でき

ました。そのほか、委員の皆様からご意見等はございますでしょうか。

私から1点、質問と意見を申し上げます。

まず、凡例の設定についてですが、本資料で用いられている空間線量率の区

分は、原子力規制庁等で一般的に用いられている表示範囲に基づくものと理解

してお りますがよろしいでしょうか。
'一
方で、より低線量域における差異を詳細に示す場合には、例えば 0。 2や 0.5

μ Sv/h毎の区分で表示するなど、より細かな表現とすることも可能かと考えま

す。

関連して、市が公表する資料の記載について確認させていただきたい点があ

ります。資料 2では、地上 1メ ー トルの空間線量において、lμ Sv/h以上を「ホ

ントスポツト」とする記載が見受けられますが、この定義の妥当性について、

専門的観点から舟木先生のご見解をお伺いできればと思います。

(舟木委員)

1.Oμ Sv/h以上だったらホントスポツトといわれたら多分そんなことはな
いですので、一般的に南相馬市の葎見測として、どういうイメージか少し感覚的

なものはあると思います。

我々は一般的に皆様がいま気にされてるところは、先ほどおっしゃられたよ

うに例えば年間20ミ リシーベル トを超えるか超えないかみたいなところで 3.8

μ Sv/hを超えるようなところだと、皆さん気にされるということなので、この

基準で先ほど規制庁の基準とかを見ていただくとわかるのですが、3.8μ Sv/h

付近で暖色系の色を使うイメージですので、そういう意味ですと、 l.Oμ Sv/h

以上のホットスポットという書き方は少し過度に保守的な印象を与えてしま

うという感じがします。

ですので書き方としては、1.Oμ Sv/h以上のホットスポットという書き方で

はなくて、1.Oμ Sv/hを超えるような場所は見当たらずだけでもいいのかもし

れないというような気がします。
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(万福委員長 )

ありがとうございます。 1′≪確認 させていただきたいのですが、資料の記載

について、lμ Sv/h以上を市が 「ホットスポント」と認定しているかのように

受け取られる可含〕l生がある表現となっているように見受けられます。市民への

適切な理解を促す観′煮からは、線量の状況を段階的に示すなど、より丁寧な表

現とすることが望ましいと考えます。

文言の修正につきましては、市の事務局にてご検討いただければと思います

が、必要に応 じて専門的観点からの確認については、舟木委員にもご協力いた

だく形が適切かと考えます。

(舟木委員)

「月 2回、 1回あたり5時間」というのは合計どのぐらいのことを言つてい

るかについては、1回あたり5時間、例えば 1.Oμ Sv/hの ところで 5時間過ご

すと5,Oμ Svになるわけですが、それを月に 2回 ということですと5.Oμ Sv×

2回になつて 10 μ Svになるということで、これを 10 μ Sv× 12月 を行つたとし

ても年間 120 μ Svに しかなりませんよという感覚的なところでの表現で、詳細

な被ばく線量評価の結果を示したというような形でではないと思います。

仮に月 2回も寒い日も含めて 24回 5時間過ごしても、年間線量の目安に到

達しませんし、もしくは月に 2回が毎月とも書いていないので、例えば夏場だ

け 2回、年に 2回 ぐらい入る程度のイメージであればもつと線量が低いという

ことになりますので、そのあたりをうまく伝えた方がよいかと思っています。

(万福委員長 )

補足として申し上げますと、他自治体における事例では、空間線量の水準に

ついて、例えば医療被ばく (胸部レン トゲン 1回程度)と 比較 した説明を行 う

など、住民の方々が日常的に接 している事象に置き換えて示すことで、理解が

進みやすい工夫がなされてお ります。このように、線量の大きさを具体的な事

例と関連付けて示すことで、実際のリスクの程度がより分かりやすく伝わるも

のと考えます。凡例の表示についても、専門的な数値だけでは直感的に理解 し

にくい場合があることから、こうした分かりやすい説明の工夫についてご検討

いただければと思います。

(塩沢委員 )

「立石地区河)|1敷については、水産事故等に十分注意 しながら利用いただけ

れば可能」とは、「可能だけど心配なら行かないで」みたいに読めなくもないの

で、「もう十分安全な水準です」とか、何か一回言つた方がよいので、そのあた

りも書きぶ り考えて、ご意見いただくような形がよいと思います。

関連 しまして、南相馬市の例えば原町の空間線量率いくつなんですか。
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(事務局 )

市内各地にモニタリングポス トを設置してるような状況でございます。例え

ば、市役所であれば 0.09 μ Sv/hと なつてお ります。河川敷の線量はもう、南相

馬市役所周辺 と変わ りありませんとい う例示がわかりやすいかもしれません。

例示の方法について書きぶ りを少 し工夫しまして、先ほどご指摘のあったホ

ットスポットも含めて、改めて修正を皆様にお示ししながら、最終的には出し

たいと考えます。ありがとうございます。

(万福委員長 )

では、皆さん、ご意見、他によろしいですか。それではどうしましょう。

その他を先に進めた方がよろしいですか。

(事務局 )

その他は、次国の予定をお話する程度でしたので、特段今のところはないよ

うな状況です。

(万福委員長 )

それでは議事を報告 1に戻りたいと思いますが、事務局から資料確認をお願

いいたします。

(事務局 )

この議事に入る前に詳細な区域をもとに協議を続けていただきたいとい う

ところでございます。当該区域住民の個人情報に配慮するために、非公開とい

たしたく、委員長におかれましては委員の議決を南相馬市環境推進委員会設置

要綱第 8条の規定により、委員の議決を賜 りたくよろしくお願いいたします。

(万福委員長 )

ただいまの事務局からの提案について、委員の皆様にお諮 りいたします。

対象となる資料は、本図面を含む資料および追加配布された 4点の資料、計
5点 とすることでよろしいでしょうか。これらの資料については、非公開とし

て審議を進めたいと存じますが、ご異議ございませんでしょうか。

<異議なしの声>

異議なしと認めます。それでは、当該資料については後ほど事務局にて回収

をお願いいたします。以降は、非公開資料に基づき審議を進めてまいります。

資料について補足説明がございましたら、事務局よりご説明をお願いいたしま

す。
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(万福委員長 )

それでは、以上で、本国予定されていた議題については、すべてを終結いた

します。以上をもちまして、令和 7年度第 1回南相馬市環境回復推進委員会を

閉会いたします。ご協力ありがとうございました。

(事務局)

ありがとうございました。これで本日の環境回復推進委員会を終了し、閉会

といたします。本日はありがとうございました。

磯
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